
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

一般社団法人 静岡県安全運転管理協会 

 

各地区安全運転管理協会の活動紹介！ 
島田地区及び富士地区の安全運転管理協会では、このほど『「新入学(園)児を交

通事故から守る県民運動」期間中の事業所訪問』及び「安全運転管理協会事業所

に対する安全講話」を実施し、事業所における交通安全活動を行いましたので紹

介します。 

実施日時： 令和５年４月４日（火） ９：００～ １１：５０  

実施場所： 島田地区安全運転管理モデル事業所（５事業所） 

活動概要： 島田地区協会では、毎年度安全運転管理活動の規範となるよう１８事

業所をモデル事業所として定め、交通事故等の防止に努めるよう、モデ

ル事業所に対して直近の交通事故状況や安全運転に係る情報を交換する

ことを目的に事業所訪問を行っています。 

内  容： 今回は、㈱島田自動車学校、㈱ＦＢＪコンサルタント、山岸運送㈱、

㈱畠山組、㈱濱村屋島田事業所の５者に対して、島田署管内の事故の傾

向である、追突事故が多いことや運転免許証準中型免許の区分について

事業所と確認を行いました。また、最近では、運転状況を動画配信され

ることもあるため、より注意した運転を心がけるよう指導を行いまし

た。 

島田警察署員及び地区安管副会長による説明状況 
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【 三生医薬株式会社での講和状況 】 

 

    

 

【 株式会社小林製作所での講和状況 】 

実施日時： 令和５年４月５日（水） ①  ９：００～１０：３０ 

② １５：３０～１６：３０ 

実施場所： ① 三生医薬株式会社  ② 株式会社小林製作所 

実 施 者： 富士地区安全運転管理協会 岡本事務局長 

参 加 者： 三生医薬株式会社 従業員１４名、株式会社小林製作所 従業員１０名 

活動内容： 富士地協会では、事務局長が両事業所の新入社員に対して、県下及び

管内の事故の発生状況や管内の事故の形態を説明するとともに、今月か

ら自転車に乗るときはヘルメットの着用が努力義務となったことなど、

交通事故防止等の講話を実施し、交通事故防止意識を植え付けました。 

参加者からは、事故の発生状況や事故の形態が分かった。通勤の際は

注意して運転したいとの感想があった。 


